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判 示 事 項 国家公務員である職員各自が超勤時間報告表に入力することにより

職員の超過勤務時間数の把握がされている職場において、超勤時間報告

表に入力された超過勤務時間数によれば客観的に過重業務といえない

勤務状況にあった職員が実際は公務に起因するうつ病を発症した後、自

殺したことについて、当該職員の超勤時間報告表に入力された勤務時間

が実態と整合しない疑いが生じたとはいえない以上、当該職員の所属課

の長が当該職員の勤務時間の実態を調査するためにセキュリティゲー

トの通過記録やパソコンのログ記録等を調査すべきであったとはいえ

ないとして、安全配慮義務違反に基づく国家賠償責任が否定された事例 

判 決 要 旨 〈略〉 

事案の概要 本件は、国の行政機関に勤務していた国家公務員Ａが、公務に起因す

るうつ病を発症した後、自殺したことについて、Ａの相続人であるＸ1

らが、Ａの自殺は、Ａの所属課の長が、Ａに対する職務上の安全配慮義

務に違反したことによるものである旨主張して、国に対し、国家賠償法

１条１項に基づき、損害賠償を求めた事案である。 
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